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問題意識と報告の⽬的
問題意識
国⺠年⾦の給付額より多い⽀給額である⽣活保護制度により⽼後の⽣活が保障され、 未納・未加⼊への
モラルハザードが働いていると考えられる。＊１

⽼後の⽣活のために保険料の納付を⾏なっている国⺠がいるのに対して、保険料の納付を⾏わなかった国
⺠が⽼後に無年⾦・低年⾦者となり、⽣活が困難なことにより、財源が税⾦である⽣活保護の受給を⾏う
ことは、年⾦保険料の納付を⾏っている⼈との間に不公平が⽣じている。
報告の⽬的
上記の問題は、所得保障に関する制度が保険料⽅式（公的年⾦制度）と税⽅式（⽣活保護制度）により運
営されていることにより、アンバランスが⽣じている点について考察し、負の所得税の概念を⽤いる事で
解決策の提⽰を⾏う。
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＊１：和⽥（2010） では、モデルケースを作成した後に国⺠年⾦と⽣活保護の受給額の⽐較を⾏い、全てのパターン
で『実質的な国⺠年⾦受給額は⽣活保護受給額より低額であり、福祉における再分配はゆがんでいる可能性があ
る。』としている 。



１−１：国⺠年⾦の納付状況と⾼齢者の現状

国⺠年⾦の納付率について
令和元年度の最終納付率は78.0％

⇨過去9年連続で増加しているのも関わらず、
約4分の1が未納である。さらには、全額免除・猶
予者は583万⼈（令和三年度は612万⼈と過去最
多）であり、保険料の納付率の計算には含まれて
いない。
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引⽤：「厚⽣労働省 令和3年度の国⺠年⾦の加⼊・保険料納付状況について」

図表１：国⺠年⾦納付率の推移



⾼齢者の現状
将来推計⼈⼝（国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 2019）

⾼齢化率は2040年には35.3%、2060年には38.1%となる(2022年
は29.1%）

2⼈以上の世帯の貯蓄現在⾼（総務省 家計調査報告書 2019）

平均値 1,755万円 中央値 1,033万円

⾼齢者世帯の1世帯当たり貯蓄現在⾼
平均値 2285万円（種類：定期預⾦ 920万円・普通預⾦ 618万
円・⽣命保険 397万円・有価証券 348万円・⾦融機関外 9万円）
被保護⼈員のうち、半数は65歳以上の者となっており、、裕福
な⾼齢者がいる⼀⽅で、貧困に陥る⾼齢者も増加しており、⾼齢
者の⽣活保護受給者は増加傾向にある。

図表２：年齢階級別保護率の年次推移
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１−１：国⺠年⾦の納付状況と⾼齢者の現状

引⽤：「厚⽣労働省令和4年度⽣活保護制度の現状について」



１−２：公的年⾦制度と⽣活保護制度の概要
公的年⾦制度の主な役割 :   ⽼後の⽣活保障
公的年⾦・恩給を受給している⾼齢者世帯のなか
で、公的年⾦・恩給の総所得に占める割合が 100%の
世帯は 48.4%であり、80%以上である世帯は60.9%

⇨公的年⾦は⾼齢世帯の所得の要

公的年⾦制度の基本原理 : 社会保険⽅式（賦課⽅式）
現役世代の納める保険料によって⾼齢者の年⾦給付
を賄う(世代間扶養)
公的年⾦制度は賦課⽅式により世代間扶養が働いてい
るが、少⼦⾼齢化の進⾏により、世代間扶養を保たせる
には「現役世代の負担の増加」「⾼齢世代の給付の抑制」の
どちらかが必要となる。

図表３：公的年⾦・恩給を受給している⾼齢者世帯における
公的年⾦・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合
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総務省「⼈⼝推計」令和2019年10⽉1⽇（確定値）より作成



⽣活保護の主な役割：⽣存権を実現するための制度（最後のセーフティーネット）
⽇本国憲法第25条（⽣存権）
「すべて国⺠は健康で⽂化的な最低限度の⽣活を営む権利を有する。」
⽣活保護法第1条
「⽇本国憲法第⼆⼗五条に規定する理念に基き、国が⽣活に困窮するすべ
ての国⺠に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を⾏い、その最低限
度の⽣活を保障するとともに、その⾃⽴を助⻑することを⽬的とする。」
⽣活保護制度の基本原理
①国家責任の原理、②無差別平等の原理
③最低⽣活保障の原理、④補⾜性の原理
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１−２：公的年⾦制度と⽣活保護制度の概要



１−３：公的年⾦制度と⽣活保護制度の関係
⽣活保護受給者数の半数以上は⾼齢者であり、原因の⼀つとして、国⺠年⾦未納・未加
⼊により、公的年⾦の役割である⽼後の所得保障が働いていないことが考えられる。さ
らに各制度の概要を⾒て分かる通り、公的年⾦制度は「⽼後の⽣活保障」、⽣活保護制
度は「⽣存権を実現する」役割を担っている。両制度ともに所得保障に関する制度であ
るにも関わらず、政府の⾒解として公的年⾦制度と⽣活保護制度は『独⽴した制度』＊２

として政策運営を⾏なっているため、制度間の不公平が⽣まれている。
そこで、負の所得税の概念を⽤いて、最低保障年⾦を導⼊することで、⾼齢者の⽣存権
は⽣活保護(税⽅式)でなく最低保障年⾦（保険料⽅式）により保障することができる。
これにより、⽼後の所得保障制度は保険料⽅式に⼀元化されるため、不公平の解消を⾏
うことができる。
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＊２：参議院(2003).内閣参質第157号第12号.参議院議員櫻井充君提出公的年⾦と⽣活保護の⽀給額に関する質問
に対する答弁書『公的年⾦制度と⽣活保護制度は、制度の趣旨や内容が異なるものであり、公的年⾦制度の年⾦
額と⽣活保護制度の最低⽣活費を単純に⽐較することは適当ではない』



２−１：国⺠年⾦の全額税⽅式化に伴う最低保障年⾦の導⼊

•社会保障国⺠会議にて、国⺠年⾦を社会保険⽅式から税⽅式(消費税)に
移⾏した場合の財政試算が３パターンを⾏った。

各パターン
A案：拠出履歴を考慮せず、基礎年⾦満額を⼀律給付する。
B案：拠出履歴を反映し過去の未納期間分は給付を削減する。
C案：拠出履歴を考慮せず⼀律給付の上に、既拠出相当分の給付を加算
する。
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各パターンにおける結果と問題点
A案の必要財源は14 兆円(消費税換算 5.0%)であり、制度改正前後で被保険者の保険料を
拠出する誘因がなくなることや過去に保険料の拠出を⾏ってきた被保険者からの合意は
得られないと考える。
C案の必要財源は24 兆円 (消費税換算 8.5%) であり。追加給付のための財源負担が⾮常
に⼤きく、国⺠の合意は得られないと考える。
これらを加味すると、現実的に検討可能な案としてはB案(必要財源9兆円・消費税換算
3.3%)となる。
B案に対する考察
冒頭で挙げた問題意識である両制度間のアンバランスについては、国⺠年⾦と⽣活保護
ともに財源が税負担となるため、解消していると考える。しかし、年⾦給付の削減を⾏
うため、公的年⾦の役割である「⽼後の所得保障」が薄れてしまい、⽣活保護受給者の
増加が予測される。
そこで、給付削減を⾏なっていない他の最低保障年⾦の導⼊案についての考察を⾏う。10

２−１：国⺠年⾦の全額税⽅式化に伴う最低保障年⾦の導⼊



２−２：所得⽐例年⾦と最低保障年⾦の導⼊
• 駒村(2009)により、「所得⽐例年⾦への⼀元化」と「最低保障年⾦導⼊」の組み合わせモデル

が提案されている 。改⾰のモデルとしては、以下の通りである。
1. 厚⽣年⾦制度の適⽤を拡⼤し、原則 15 歳以上のすべての国⺠を対象とする。
2.保険料（保険料率：19%）徴収は所得⽐例で⾏う。
3. 年⾦給付は現役時代の平均所得と加⼊期間に応じてを⾏う。

国⺠年⾦を廃⽌し、この仕組みを新型厚⽣年⾦としている。また、所得⽐例型の新型厚⽣年⾦
の給付額が⼀定以下の⾼齢者については、税を財源とした最低保障年⾦により保障を⾏う。
雇⽤形態に関わらず雇⽤されている被保険者は労使折半、典型的な⾃営業者は本⼈が全額⽀払
うことになり、無職・学⽣など所得がないものはゼロ保険料を⽀払う。
給付は原則 65 歳から開始とし、給付額は「現役時代の平均所得(経済成⻑や賃⾦上昇率などに
リンクさせ現在価値に変換を⾏う)＊1%＊保険料⽀払年数」としている 。
最低保障年⾦は、個⼈で⽉額 7 万円、夫婦世帯では⽉額 13 万円というように、世帯規模で調
整され、⽣活保護制度の給付額⽔準とそろえる 。
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２−２：所得⽐例年⾦と最低保障年⾦の導⼊
国⺠年⾦を廃⽌、税を財源とした最低保障年⾦
の導⼊により、冒頭で挙げた問題意識である両
制度間のアンバランスは、解消されていると考
える。しかし、駒村(2009)にて⾃⾝で挙げてい
るように「⾃営業者の所得補⾜に関わる問題」
＊1や「専業主婦への不必要な最低時保障年⾦の
受給」＊等の問題がある。
さらには、単⾝者の最低保障額は7万円であり、
他の資産や所得がない被保険者は、⽣活保護受
給の必要が⽣じる。
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＊1:対応策として、保険料を所得税と⼀括徴収することで過少申告は脱税として厳しく扱い、最低保障年⾦の受給資
格の剥奪を⾏う。あるいは、商店主等の所得の曖昧な⾃営業者のついては、所得⽐例年⾦の強制的な加⼊者とせず、
同時に最低保障年⾦の対象としないで、⽣活保護により救済を⾏う。という提案を⾏なっている。
＊夫婦間での年⾦分割を⾏い、分割された所得⽐例年⾦が⼀定以下であれば、最低保障年⾦の部分受給できる仕組み
にすべきとしている。

図表４：駒村(2009)てにおける改⾰案

出典:駒村康平(2009) 
「年⾦を選択する 参加インセンティブから考える」 p.77 



２−３：他の制度改⾰案と負の所得税について
「国⺠年⾦の全額税⽅式化に伴う最低保障年⾦の導⼊」と「所得⽐例年⾦と
最低保障年⾦の導⼊」の２つの制度改⾰案についての考察を⾏ったが、共に税
⽅式による最低保障年⾦の導⼊案であった。
他の最低保障年⾦導⼊の先⾏研究として、稲垣(2009)や⼭本(2012)等が挙げら
れるが、いずれの研究でも⺠主党案の 7 万円をそのまま踏襲したり、現⾏の国
⺠年⾦の満額を基準にしているケースが多い。
現⾏の国⺠年⾦に該当する部分を税⽅式を⽤いることで⽣活保護制度との間
に⽣じていた不公平は解消されるが、給付⽔準に対する考察がなく、⽣活保護
受給者の増加が考えられる結果となった。
これらを先⾏研究を踏まえ、負の所得税*2を応⽤することで、保険料⽅式に
よる最低保障年⾦導⼊の提⾔を⾏う。
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＊2:負の所得税（Negative Income Tax）：⼀定の限度額を決めて、それ以上の課税所得⾦額に対しては、当該限度
額を差し引いて実際の課税額を決める。⼀⽅、課税⾦額がそれに満たない場合には、限度額との差額を還元して給付
する仕組みである。低所得世帯への給付と、中・⾼所得世帯への課税によってシンプルに所得再分配を実現する。



３−１：『負の所得税の概念』の定義

『負の所得税の概念』の定義
本報告における『負の所得税の概念』とは、⼀般的な負の所得税である「中・⾼所得

世帯の所得への課税によって、低所得世帯へ給付を⾏う」という点を参考に、『中・⾼
所得⾼齢世帯の総所得へ課税を⾏い年⾦⽀給額の減額を⾏い、低所得⾼齢世帯の年⾦⽀
給額の増額(最低保障年⾦の導⼊)を図る』ものである。

これにより世代間扶養のみでなく、⾼齢者間で「同世代間扶養」を⾏う。
最低保障年⾦の給付額は、世帯単位で⽣活保護制度と⽔準を揃えることで、⾼齢者の
⽣存権は最低保障年⾦(保険料⽅式)で保障されることになり、冒頭で挙げた不公平の解
消に繋がると考える。
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３−２：負の所得税の概念を⽤いた制度改⾰案の概要
改⾰案の内容
世帯単位で⽼後の総所得＊3に対して負の所得税の概念を⽤いることで、65歳以上のいる低所得世帯の所

得の底上げと最低保障年⾦の導⼊を⾏う。財源が不⾜した場合、65歳以上のいない世帯から保険料徴収を
⾏うものとする。

財源の詳細について

課税レベルの異なる4パターンの提案を⾏い、所得⾦額階級別世帯数を⽤いることで、各パターンで必要
となる財源等の算出を⾏う。
財源等の算出を⾏うため以下のことを定義する。
• 低所得世帯の年間収⼊は３００万円以下
• ⽣活保護受給レベルは⼀律で年間は１５０万円以下
• 最低保障年⾦は年間150万円とする
• 所得⾦額については各所得⾦額階級の中央値をとる

15＊3:稼働所得のみでなく、年⾦や恩給・財産所得・その他全ての所得を指す。



３−２：負の所得税の概念を⽤いた制度改⾰案の概要
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図表５：負の所得税の概念の適⽤

筆者作成
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図表６：各種世帯別にみた所得⾦額階級別世帯数の分布及び中央値

出典：「厚⽣労働省 令和3年度 国⺠⽣活基礎調査」

図表７：各種世帯別にみた世帯の状況

出典：「厚⽣労働省 令和３年度 国⺠⽣活基礎調査」

３−２：負の所得税の概念を⽤いた制度改⾰案の概要
算出に⽤いるデータ



図表８：導⼊結果1
所得区分 65歳以上がいる

世帯分布
65歳以上がいる

世帯数 課税額A 世帯数＊課税額A 和A 最低保障年⾦

1 250,000 0.6% 154,854 0.92A 141,950A 必要額 世帯数＊必要額

2 750,000 6.4% 1,651,776 0.75A 1,238,832A 1250000-0.9167A 193567500000-141949.5A

3 1,250,000 8.3% 2,142,147 0.58A 1,249,586A 750000-0.75A 1238832000000-1238832A

4 1,750,000 9.1% 2,348,619 0.42A 978,591A 250000-0.3333A 535536750000-714049A

5 2,250,000 8.4% 2,167,956 0.25A 541,989A △0AC(必要額) 世帯数＊必要額の和

6 2,750,000 8.7% 2,245,383 0.08A 187,115A 4,338,063A 1,967,936,250,000-
2094830.5A

7 3,250,000 8.8% 2,271,192 0.08A 189,266A

8 3,750,000 7.4% 1,909,866 0.25A 477,467A

9 4,250,000 5.3% 1,367,877 0.42A 569,949A

10 4,750,000 4.8% 1,238,832 0.58A 722,652A

11 5,500,000 7.0% 1,806,630 0.83A 1,505,525A

12 6,500,000 6.3% 1,625,967 1.17A 1,896,962A

13 7,500,000 4.1% 1,058,169 1.50A 1,587,254A

14 8,500,000 3.8% 980,742 1.83A 1,798,027A

15 9,500,000 2.6% 671,034 2.17A 1,453,907A △BCD(徴収額)
16 10,500,000 8.6% 2,219,574 2.50A 5,548,935A 15,749,942A

過不⾜
11,411,880A 18

３−２：負の所得税の概念を⽤いた制度改⾰案の概要

筆者作成
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⑦以降同様に⾏う。 19

図表９：課税額について(図表５より⼀部抜粋)
課税額について
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３−２：負の所得税の概念を⽤いた制度改⾰案の概要
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図表１０ 最低保障年⾦について(図5より⼀部抜粋)
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３−２：負の所得税の概念を⽤いた制度改⾰案の概要



パターン1
A=50とし正⽅向の最⼤課税額を国⺠年⾦⽀給額（65,075円/⽉）まで。
パターン2

A=50とし正⽅向の最⼤課税額を国⺠年⾦の国庫負担分（32,537円/⽉）まで。
パターン3-1

A=50(300<=X)とし正⽅向の最⼤課税額を国⺠年⾦⽀給額(65,075円/⽉)まで。
パターン3-2

A=50(300<=X)とし正⽅向の最⼤課税額を国⺠年⾦の国庫負担分(32,537円/⽉)まで。

21

３ー３：各パターンにおける試算



図表１１：導⼊結果２
A=50 パターン１（A=50・国⺠年⾦の⽀給額まで） パターン２（A=50・国庫負担分まで） パターン３−１

A=50(300<=X)・国⺠年⾦⽀給額分まで

所得区分 課税額(⽉) 課税額 世帯数＊課税額 課税額 世帯数＊課税額 和 6,497,673,840,000 円徴収されるので

1 250,000 38,194 458,333 70,974,750,000 458,333 70,974,750,000 (X<300)の時のAは

2 750,000 31,250 375,000 619,416,000,000 375,000 619,416,000,000 1,497,828 となる

3 1,250,000 24,306 291,667 624,792,875,000 291,667 624,792,875,000 最低保障年⾦

4 1,750,000 17,361 208,333 489,295,625,000 208,333 489,295,625,000 -1,169,760,487,809 円必要

5 2,250,000 10,417 125,000 270,994,500,000 必要額 125,000 270,994,500,000 必要額

6 2,750,000 3,472 41,667 93,557,625,000 2,169,031,375,000 41,667 93,557,625,000 2,169,031,375,000

7 3,250,000 3,472 41,667 94,633,000,000 41,667 94,633,000,000

8 3,750,000 10,417 125,000 238,733,250,000 125,000 238,733,250,000

9 4,250,000 17,361 208,333 284,974,375,000 208,333 284,974,375,000 徴収額１ パターン３−２
A=50(300<=X)・国庫負担分までの場合10 4,750,000 24,306 291,667 361,326,000,000 291,667 361,326,000,000 666,667

11 5,500,000 34,722 416,667 752,762,500,000 390,450 705,398,683,500 3,264,988,858,867 円徴収されるので

12 6,500,000 48,611 583,333 948,480,750,000 徴収額１ 390,450 634,858,815,150 (X<300)の時のAは

13 7,500,000 62,500 750,000 793,626,750,000 3,474,536,625,000 390,450 413,162,086,050 752,638 となる

14 8,500,000 76,389 780,900 765,861,427,800 390,450 382,930,713,900 最低保障年⾦

15 9,500,000 90,278 780,900 524,010,450,600 徴収額2 390,450 262,005,225,300 徴収額2 391,288,184,290 円必要

16 10,500,000 104,167 780,900 1,733,265,336,600 3,023,137,215,000 390,450 866,632,668,300 3,264,988,192,200 65歳以上がいない世帯で賄うには

過不⾜ 過不⾜ 14,989 円必要

4,328,642,465,000 1,095,956,817,200 1,249 ⽉/円22

３ー３：各パターンにおける試算
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パターン１、パターン２の結果
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パターン１
必要額(△0AC)＝約2兆1,690億円

（4,338,063A＊500,000）
徴収額(□BCDH)＝約6兆4976億円

（3,474,536,625,000＋ 3,023,137,215,000 ）
過不⾜=約4兆3,286億円
最低保障年⾦の必要額(△AEG)＝9,205億円

（ 1,967,936,250,000-2094830.5＊500,000）

パターン2
必要額(△0AC) ＝約2兆1,690億円

（4,338,063A＊500,000）
徴収額(□BCDH) ＝約3兆2,649億円

（666,667＋ 3,264,988,192,200 ）
過不⾜=約1兆3959億円
最低保障年⾦の必要額(△AEG) ＝9,205億円

（ 1,967,936,250,000-2094830.5＊500,000）

３ー３：各パターンにおける試算 図表１２：パターン１の結果

図表１３：パターン２の結果 筆者作成
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パターン3-１
A=50(300<=X)の時
徴収額(□BCDH)＝約6兆4976億円

（3,474,536,625,000＋3,023,137,215,000 ）
(X<300)の時
A＝1,497,828

（6,497,673,840,000÷4,338,063）

最低保障年⾦の必要額(△AEG)＝約-1兆1,697億円*
（ 1,967,936,250,000-2094830.5＊1,497,828 ）

*最低保障年⾦の必要額がマイナスになっている理由
原因：点Aには範囲が存在し、本試算では所得区分を採⽤しているため。
y=(1- !

"##
A)x+A

x=25の時
(1- !

"##A)25+A<150    、 A<136.3636..
Aが136万円以上の時、所得区分が25万円の⼈でも、負の所得税の概念の適⽤のみで最低保障年⾦以上の⾦額が⽀給される。
ex)パターン3-1の時
所得階級が25万円の世帯の課税後の所得は162.2万円であり最低保障年⾦が必要となる⼈は年間所得が約6,000円以下の⼈のみとなる。

３ー３：各パターンにおける試算

図表１４：パターン３−１の結果
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パターン3-2

A=50(300<=X)の時
徴収額(□BCDH)＝約3兆2,649億円

（ 666,667＋ 3,264,988,192,200）

A＝752,638 (X<300)
（ 3,264,988,858,867÷ 4,338,063）

最低保障年⾦の必要額(△AEG)＝約3,912億円*
（ 1,967,936,250,000-2094830.5＊ 752,638）

65歳以上がいない世帯で賄うには
年間14,989円(1,249⽉/円)の保険料徴収が必要となる。
(391,288,184,290÷ 26,105,000)

３ー３:各パターンにおける試算

図表１5：パターン３−2の結果



各パターンのまとめ
負の所得税の概念を⽤いる(正⽅向の課税額に上限無し)
必要額＝4,338,063A
徴収額＝15,749,942A
最低保障年⾦の必要額＝1,967,936,250,000-2094830.5Aとなった。
パターン１(廃案)
65歳以上のいる⾼所得世帯からの徴収額により最低保障年⾦まで賄うことができるが、 65歳以上のいる
⾼所得世帯の年⾦⽀給額が最⼤ゼロとなり、保険料(p)を⽀払ったにもかかわらず保険⾦(z)の⽀給が⾏わ
れず収⽀相等の原則（np=rz）が成⽴しない。

パターン２（保留）
パターン１と同様に65歳以上のいる⾼所得世帯からの徴収額により最低保障年⾦まで賄うことができ、⾼
所得⾼齢世帯の年⾦⽀給額がゼロになることはなく、国庫負担分までの減額であり、収⽀相等の原則
（np=rz）は成⽴する。
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３ー３:各パターンにおける試算



各パターンのまとめ
パターン３−１（廃案）

65歳以上の者がいない世帯の保険料はほぼゼロ円で済むが、パターン１と同様に収⽀相等の原則が成⽴
しない。

パターン３−2(保留)

65歳以上の者がいない世帯の保険料は⽉額1,249円必要となるが、65歳以上の者がいる⾼所得世帯の年
⾦⽀給額がゼロになることはなく、国庫負担分までの減額であり、収⽀相等の原則（np=rz）は成⽴す
る。

保留した２パターンの考察

パターン２と⽐較して、パターン3-2の⽅が最低保障年⾦の受給を⾏わない低所得世帯の受給額は増加す
る。さらには、今後65歳以上のいる世帯の所得額が減少した場合、パターン2では財源が不⾜する可能性
が⽣じる。これらを踏まえ、パターン3-2が最適であると考える。

27

３ー３:各パターンにおける試算
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パターン３−２に対する考察と今後の研究課題
パターン３−２に対する考察
調査が⾏われた全ての年度にて試算を⾏った結果(図表17)、65歳以上がいない世帯の保険料は、平均

1,722円/⽉額という結果となった。

今後の研究課題
負の所得税の概念の適⽤に伴い、最低⽣活費以下の⽀給額である国⺠年⾦の必要性が低くなる。そこで、
「厚⽣年⾦の適⽤拡⼤を⾏い、国⺠年⾦の廃⽌」もしくは「⾃営業者以外の全て国⺠を厚⽣年⾦の対象と
し、⾃営業者には最低保険料額を設けた後に国⺠年⾦の所得⽐例化」等の制度改⾰が必要である。また、
『最低保障年⾦が⼀律(傾きがゼロ)であるため⽼後の勤労意欲への低下』や『稼働所得のみでなく全ての
所得 に対して課税を⾏ったため、⽼後の資産形成へのインセンティブを削ぐ』*4ことが考えられる。

これらの問題に対し「２−２：所得⽐例年⾦と最低保障年⾦の導⼊」で挙げた対応策や、スウェーデン
の公的年⾦制度を参考に最低保障年⾦に正の傾き*5をつける必要がある。これらを研究課題とし、研究を
続けていく。

＊4: James Tobin , et al. (1967)では、「所得の定義は包括的であるべきであり、正の所得税で使⽤される所
得の定義と負の所得税の定義は異なる」としている。

＊5:最低保障年⾦を全額⼀律給付を⾏わず、⼀定額を超えると総所得額が増加する仕組み。
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